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政
令
第　
　
　

号 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
四
条
第
三
項
、

第
五
条
の
三
第
三
項
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
一
条
の
九
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
第
二
条
」
を
「
、
第
二
条
、
第
四
条
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二

項
」
に
改
め
、
「
単
に
」
を
削
り
、
「
北
極
海
域
（
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
一
条
の
十
一
」
を
加
え
る
。 

第
一
条
の
十
一
中
「
南
極
海
域
」
の
下
に
「
及
び
北
極
海
域
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
船
内
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
ず
る
ふ
ん
尿
等
の
排
出
の
規
制

の
対
象
と
な
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
又
は
搭
載
人
員
）
」
を
付
す
る
。 

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
船
内
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
ず
る
ふ
ん
尿
等
の
種
類
及
び
排
出
基
準
）
」
を
付
し
、
同
条
第
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二
項
中
「
ご
と
に
」
を
「
に
応
じ
」
に
、
「
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
排
出
海
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表

下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
よ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
ふ
ん
尿
等
を
同
表
中
欄
に
掲
げ

る
排
出
海
域
に
関
す
る
」
を
「
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
ふ
ん
尿
等
を
第
二
項
の
」
に
、
「
第
四
号
上
欄
に
掲
げ
る
ふ
ん
尿
等
を

同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
」
を
「
第
四
号
上
欄
に
掲
げ
る
ふ
ん
尿
等
を
同
項
の
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
船
内
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
ず
る
ご
み
又
は
こ
れ
に
類
す
る
廃
棄
物
の
種
類
及
び
排
出
基

準
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
二
の
二
上
欄
」
を
「
別
表
第
三
上
欄
」
に
、
「
ご
と
に
」
を
「
に
応
じ
」
に
、

「
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
排
出
海
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
よ
る
こ
と
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
二
の
二
上
欄
」
を
「
別
表
第
三
上
欄
」
に
、
「
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す

る
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
二
の
二
上
欄
」
を
「
別
表
第
三
上
欄
」
に
、
「
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

排
出
海
域
に
関
す
る
基
準
（
南
極
海
域
（
」
を
「
南
極
海
域
（
同
表
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
」
に
、
「
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
「
に
お
い
て
第
二
項
の
基
準
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
ふ
ん
尿
等
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排

出
海
域
に
関
す
る
」
を
「
ふ
ん
尿
等
を
同
項
の
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
排
出
の
規
制
」
を
「
種
類
及
び
排
出
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
上
欄
」
を
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「
別
表
第
四
上
欄
」
に
、
「
ご
と
に
」
を
「
に
応
じ
」
に
、
「
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
排
出
海
域
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
よ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
排
出
海
域
又
は
排
出
方

法
に
関
す
る
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
る
基
準
」
を
「
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
三
第
一
号
、
第
二
号
、
第

五
号
及
び
第
六
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
上
欄
」
に
、
「
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出

方
法
に
関
す
る
」
を
「
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
三
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
上
欄
」
に
、
「
同
表
中
欄

に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
」
を
「
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
三
第
一
号
及
び
第
五
号
上
欄
」
を

「
別
表
第
四
第
一
号
及
び
第
五
号
上
欄
」
に
、
「
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
基
準
（
南
極
海
域
」
を
「
南
極
海

域
（
同
表
備
考
第
八
号
に
規
定
す
る
南
極
海
域
を
い
う
。
）
」
に
、
「
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
（
同
表
備
考
第
九
号

に
規
定
す
る
北
極
海
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
第
二
項
の
基
準
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
ふ
ん
尿
等
を
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
」
を
「
ふ
ん
尿
等
を
同
項
の
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
の
六
の
見
出
し
中
「
排
出
海
域
等
に
関
す
る
基
準
」
を
「
排
出
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
上
欄

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
洋
施
設

の
区
分
に
応
じ
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
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に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一　

海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物
資
源
の
掘
採
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
海
洋
施
設　

全
て
の
国
の
領
海
の
基
線

（
南
極
海
域
に
あ
つ
て
は
、
領
海
の
基
線
）
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里
の
線
を
超
え
る
海
域
に
お
い
て
、
粉
砕
式
排
出
方

法
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
粉
砕
装
置
で
処
理
し
て
排
出
す
る
方
法
を
い
う
。
次
号
及
び

別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。 

二　

前
号
に
掲
げ
る
海
洋
施
設
以
外
の
海
洋
施
設　

南
極
海
域
以
外
の
海
域
の
う
ち
本
邦
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ
の
外
側
三

海
里
以
遠
十
二
海
里
以
内
の
海
域
及
び
南
極
海
域
の
う
ち
領
海
の
基
線
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里
以
遠
の
海
域
に
お
い
て

粉
砕
式
排
出
方
法
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
並
び
に
南
極
海
域
以
外
の
海
域
の
う
ち
本
邦
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ
の
外
側
十

二
海
里
以
遠
の
海
域
に
お
い
て
排
出
す
る
こ
と
。 

第
九
条
の
六
第
二
項
中
「
別
表
第
四
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す
る
」
を
「
前
二
項

の
」
に
改
め
、
「
か
ら
の
」
の
下
に
「
食
物
く
ず
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２　

鳥
綱
に
属
す
る
種
の
個
体
（
そ
の
個
体
の
一
部
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
加
工
品
を
除
く
。
別
表
第
三
に
お
い
て
同
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じ
。
）
を
含
む
食
物
く
ず
を
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政

令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
南
極
海
域
に
お
い
て
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
加
熱
殺
菌
そ
の
他

の
殺
菌
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
排
出
す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
十
一
条
の
七
の
表
第
一
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
六
号
イ
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
六
号
イ
」
に
、
「
北
米
海
域
及

び
米
国
カ
リ
ブ
海
海
域
」
を
「
北
米
排
出
規
制
海
域
及
び
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
十
中
「
と
お
り
と
し
」
を
「
海
域
と
し
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
一
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
六
号
イ
」

を
「
別
表
第
三
備
考
第
六
号
イ
」
に
、
「
北
米
海
域
及
び
米
国
カ
リ
ブ
海
海
域
」
を
「
北
米
排
出
規
制
海
域
、
米
国
カ
リ
ブ
海

排
出
規
制
海
域
及
び
地
中
海
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
五
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
の
項
及
び
北
極
海
域
の
項
中
「
九
〇
度
」
を
「
九
十
度
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ 

う
に
加
え
る
。

紅
海
海
域 

ス
エ
ズ
湾
及
び
ア
カ
バ
湾
を
含
む
北
緯
十
二
度
二
十
八
・
五
分
東
経
四
十
三
度
十
九
・
六
分
の
点
及

び
北
緯
十
二
度
四
十
・
四
分
東
経
四
十
三
度
三
十
・
二
分
の
点
を
結
ん
だ
線
（
ア
デ
ン
湾
海
域
の
項

に
お
い
て
「
紅
海
・
ア
デ
ン
湾
境
界
線
」
と
い
う
。
）
を
南
端
と
す
る
紅
海
の
海
域
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ア
デ
ン
湾
海
域 

紅
海
と
ア
ラ
ビ
ア
海
と
の
間
に
あ
る
ア
デ
ン
湾
の
う
ち
、
紅
海
・
ア
デ
ン
湾
境
界
線
以
東
で
あ
つ

て
、
か
つ
、
北
緯
十
一
度
五
十
分
東
経
五
十
一
度
十
六
・
九
分
の
点
及
び
北
緯
十
五
度
三
十
五
分
東

経
五
十
二
度
十
三
・
八
分
の
点
を
結
ん
だ
線
以
西
の
海
域

別
表
第
二
中
「
に
関
す
る
基
準
」
を
削
る
。 

別
表
第
四
を
削
る
。 

別
表
第
三
中
「
に
関
す
る
基
準
」
を
削
り
、
同
表
第
一
号
中
「
及
び
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
」
を
「
、
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
及
び
紅

海
海
域
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
北
極
海
域
」
の
下
に
「
、
紅
海
海
域
」
を
加
え
、
同
表
第
五
号
中
「
及
び

拡
大
カ
リ
ブ
海
域
」
を
「
、
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
及
び
紅
海
海
域
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
北
極
海
域
」
の
下
に
「
、
紅
海

海
域
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
又
は
北
極
海
域
」
を
「
、
北
極
海
域
又
は
紅
海
海
域
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号

中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
五
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第

六
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
七
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考

第
七
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
五
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
八
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
八
号
」
に
改
め
、
同
表
備

考
第
六
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
九
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
九
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
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と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
表
備
考
第
九
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
二
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
二
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
十
号
と
し
、
同
表
備
考
第
八
号
中
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
三
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
三

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
九
号
と
し
、
同
表
備
考
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

七　

こ
の
表
に
お
い
て
「
紅
海
海
域
」
と
は
、
別
表
第
三
備
考
第
十
号
に
規
定
す
る
紅
海
海
域
を
い
う
。 

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
す
る
。 

別
表
第
二
の
二
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
、
第
九
条
の
六
」
を
加
え
、
「
に
関
す
る
基
準
」
を
削
り
、
同
表
第
一
号
中
「
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
粉
砕
装
置
で
処
理
し
て
排
出
す
る
こ
と
（
以
下
「
」
を
削
り
、
「
」
と
い

う
。
）
」
を
「
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
」
に
、
「
及
び
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
」
を
「
、
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
及
び
紅
海
海
域
」
に
改

め
、
同
表
第
二
号
中
「
（
鳥
綱
」
を
「
で
あ
つ
て
、
鳥
綱
」
に
、
「
（
そ
の
個
体
の
一
部
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
加
工
品
を

除
く
。
別
表
第
四
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
を
含
ま
な
い
も
の
」
に
、
「
及
び
拡
大

カ
リ
ブ
海
域
」
を
「
、
拡
大
カ
リ
ブ
海
域
及
び
紅
海
海
域
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
北
極
海
域
」
の
下
に
「
、
紅
海

海
域
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
九
号
中
「
二
七
〇
度
」
を
「
二
百
七
十
度
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
十
号
中
「
北
極
海
域
」
の
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下
に
「
、
紅
海
海
域
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
備
考
第
十
一
号
と
し
、
同
表
備
考
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十　

こ
の
表
に
お
い
て
「
紅
海
海
域
」
と
は
、
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
紅
海
海
域
（
海
洋
施
設
等
周
辺
海
域
を
除

く
。
）
を
い
う
。 

別
表
第
二
の
二
を
別
表
第
三
と
す
る
。 

別
表
第
五
北
米
海
域
の
項
中
「
北
米
海
域
」
を
「
北
米
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
、
同
表
米
国
カ
リ
ブ
海
海
域
の
項
中
「
米 

国
カ
リ
ブ
海
海
域
」
を
「
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

地
中
海
排
出
規

北
緯
三
十
六
度
十
一
分
西
経
六
度
二
・
一
分
の
点
及
び
北
緯
三
十
五
度
四
十
七
・
五
分
西
経
五
度
五

制
海
域 

十
五
・
四
分
の
点
を
結
ん
だ
線
、
北
緯
四
十
度
二
・
七
分
東
経
二
十
六
度
十
・
五
分
の
点
及
び
北
緯

四
十
度
〇
・
五
分
東
経
二
十
六
度
十
一
・
九
分
の
点
を
結
ん
だ
線
、
ス
エ
ズ
運
河
の
北
側
入
口
並
び

に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
北
緯
三
十
一
度
二
十
九
分
東
経
三
十
二
度
十
六
分
の
点
か

ら
陸
岸
ま
で
百
八
十
度
に
引
い
た
線
、
同
点
、
北
緯
三
十
一
度
二
十
九
分
東
経
三
十
二
度
二
十
八
・

四
八
分
の
点
及
び
北
緯
三
十
一
度
十
四
分
東
経
三
十
二
度
三
十
二
・
六
二
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ

線
、
同
点
か
ら
陸
岸
ま
で
二
百
七
十
度
に
引
い
た
線
、
ス
エ
ズ
運
河
の
北
側
入
口
並
び
に
陸
岸
に
よ
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り
囲
ま
れ
た
海
域
以
外
の
海
域

附　

則 
（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 

一　

第
一
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
二
条
」
を
「
、
第
二
条
、
第
四
条
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
六

第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
一
条
の
十
一
の
改
正
規
定　

令
和
六
年
七
月
一
日 

二　

第
十
一
条
の
七
の
表
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
六
号
イ
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
六
号
イ
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
別
表
第
二
の
二
備
考
第
六
号
イ
」
を
「
別
表

第
三
備
考
第
六
号
イ
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定　

令
和
七
年
五
月
一
日 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
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の
一
部
改
正
） 

３　

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令

（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
ご
と
に
」
を
「
に
応
じ
」
に
、
「
中
欄
及
び
」
を
「
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
」

に
、
「
と
お
り
」
を
「
排
出
方
法
に
よ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
に
関
す
る
基
準
」
を
削
り
、
同
表
第
一
号
中

「
別
表
第
三
第
二
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
二
号
上
欄
」
に
、
「
別
表
第
二
の
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、
「
単

に
」
を
削
り
、
同
表
第
二
号
中
「
別
表
第
三
第
三
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
三
号
上
欄
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
別

表
第
三
第
四
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
四
号
上
欄
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
別
表
第
三
第
六
号
上
欄
」
を
「
別
表
第

四
第
六
号
上
欄
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「
別
表
第
三
第
七
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
七
号
上
欄
」
に
改
め
、
同
表
第

六
号
中
「
別
表
第
三
第
八
号
上
欄
」
を
「
別
表
第
四
第
八
号
上
欄
」
に
改
め
る
。
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理　

由 

国
際
海
事
機
関
に
お
け
る
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
Ⅰ
及
び
Ⅴ
に
関
す
る

決
定
事
項
を
実
施
す
る
た
め
、
紅
海
海
域
及
び
ア
デ
ン
湾
海
域
に
お
け
る
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
貨
物
油
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
等
の

排
出
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
紅
海
海
域
に
お
け
る
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
の
基
準
を
改
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。 


